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第１　運営指導と監査について 

　札幌市では、札幌市介護保険施設等指導監査要綱に基づき、運営指導及び監査を行っています。 

　利用者の自立支援や尊厳の保持を念頭に置き、介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求に関す

る事項について、その周知徹底と遵守を図ることを指導の方針としております。 

１　運営指導 

実施時期 

●​ 新たに指定を受けた事業所については、優先的に実施します。 

●​ その他の事業所については、指定の有効期間内に少なくとも１回実施します。 

 

事前の準備 

●​ 実施日は、原則として１か月前までに通知します。 

●​ 自己点検用のチェックシートを実施日の前日までにメールにて提出してください。 

○​ チェックシートの様式は下記URLからダウンロードしてください。 

○​ メールは　jigyo.shido@city.sapporo.jp　までお送りください。 

●​ 実施日が近くなりましたら、介護保険課担当者から、確認のお電話を差し上げます。 

●​ 通知書とともに必要書類の一覧表を同封しますので、開始時までに、必要書類を実施場所に揃えてお

いてください。電子データで管理している書類は印刷する必要はありませんが、必要箇所を画面上で

確認できるようにしておいてください。なお、必要書類は通知書に同封した必要書類の一覧表に記載

しています。 

 

当日の流れ 

●​ 事業所の施設・設備を確認します。 

●​ 事業所の運営状況等について、ヒアリングを行います。 

●​ その他の運営状況、請求状況等について、書類を確認します。 

●​ 結果を口頭でお伝えします。 

【確認項目について】 

　最低基準等運営体制に関する事項については、厚生労働省作成の「介護保険施設等運営指導マニュア

ル」別添に記載された確認項目・文書を確認します。 

　確認項目以外の項目は基本的には確認を行いませんが、確認項目以外の関係法令や指定基準についても

十分に御理解いただき、これを遵守して運営を行ってください。 

　なお、報酬請求に関する事項については、算定している加算に応じて、上記の確認文書以外の書類を確

認することもあります。 

 

結果の通知 

●​ 運営指導から原則30日以内に、運営指導結果通知書を送付します。 
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●​ 運営指導結果通知書に記載された指導事項については、通知を受け取ってから30日以内に改善状況を

報告してください。 

●​ 加算の算定要件を満たしていないなど、不適切な報酬請求が行われていた場合は、過誤調整が必要と

なります。 

 

２　監査 

実施時期 

●​ 外部からの通報などにより、重大な基準違反、報酬の不正請求、高齢者虐待などが疑われると判断し

た場合 

●​ 運営指導において、上記の状況を確認した場合 

 

実施方法 

●​ 原則として、事前の連絡は行わず、当日に監査実施通知書を交付します。 

●​ 運営指導から監査に切り替わった場合は、必要事項を口頭で通知します。 

●​ 関係職員へのヒアリング、書類の確認を行います。なお、ヒアリングへの回答や書類の提出は任意で

す。 

●​ 必要に応じて、複数回の監査を行う場合があります。 

 

結果の通知 

●​ 監査から原則30日以内に、監査結果通知書を送付します。 

●​ 監査結果通知書に記載された指導事項については、通知を受け取ってから30日以内に改善状況を報告

してください。 

●​ 重大な基準違反等が確認された場合は、改善勧告・命令、指定の一部又は全部の停止や取消し等を行

うことがあります。 

 

３　実際の行政処分事例 

　実際の行政処分の事例は、札幌市ホームページの「介護保険施設等に対する行政処分について」に掲載さ

れていますので、参考にしてください。 

 

【参考】 

●​  札幌市介護保険施設等指導監査要綱（令和５年９月６日改訂） 

●​ 介護保険施設等運営指導マニュアル（厚生労働省老健局　令和４年３月） 
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第２ 通所介護との区別 

通所介護との区別 

     認知症対応型通所介護は対象者を認知症の者に限定し、認知症の特性に配慮したサービス形態です。 

   そのため、一般の通所介護と認知症対応型通所介護を同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは認め 

   られません。 

 

留意事項 

●​ 軽度認知障害など、認知症ではない者は利用できない。 

●​ 利用者が認知症であるかを確認し、記録しておくこと。 

●​ 通所介護と同じ建物で同じ時間帯に行う場合は、例えばパーティション等で仕切るなどにより、職員、利

用者及びサービスを提供する空間を明確に区別した上で行うこと。 
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第３ 人員に関する基準 

管理者 

指導事例 

●​ 管理者が、自事業所の生活相談員を兼務しているが、これに加えて、他事業所の管理者等も兼務して

いる。 

 

基準 

●​ 事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障

がない場合は、管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事さ

せることができる。 

●​ 下記①又は②の研修を修了していること。 

①　認知症対応型サービス事業管理者研修 

②　痴呆介護実務者研修(基礎課程・H16年度まで)又は認知症介護実践研修(実践者研修・H17年度)を        

  修了＋H18.3.31時点で特養、老健、老人デイ、ＧＨ等の管理者の業務に従事 

 

留意事項 

●​ 管理者は常勤かつ原則として専従でなくてはならない。  

●​ ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることが

できる。  

【単独型・併設型】 

①　当該事業所の認知症対応型通所介護従業者としての職務に従事する場合  

②　同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事す

る場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する時間帯も、

当該事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び

業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従

業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わない。）  

※①と②の両方を満たす場合でも、兼務できるのはどちらか１つであることに留意 

6 



 

 

 

【共用型】 

①　当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事する場合 
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②　本体事業所等の職務に従事する場合 

 

 

③　同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等（本体事業所等を除く。）の管理者又は　

従業者としての職務に従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者とし　て

の職務に従事する時間帯も、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用者へのサービ　ス提

供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命　令に支

障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の職務に従事する場合 
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④　ａ及びｂのいずれにも該当する場合 

 

 

⑤　ｂ及びｃのいずれにも該当する場合 

 

 

●​ 管理業務に支障があると考えられる例 

○​ 管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合  

○​ 併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場

合（施設における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）  

○​ 事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定認知症対応型通所介護事業所

又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合 
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よくある質問 

❖​ 管理者が入院します。どのくらいの期間なら、基準違反になりませんか。 

➢​ 管理者の有休休暇等は、歴月で１月を超えるものでない限り、常勤の職員として勤務したも

のとして取り扱います。ただし、不在が歴月で１月を超えないとしても、管理者が事業所に

いないことで管理業務に支障がある場合は、代わりの管理者を配置（管理者を変更）してく

ださい。 

 

❖​ 管理者が、他事業所の管理者も兼務します。何か所までなら兼務してもいいのですか。 

➢​ 管理業務に支障がなければ、数の制限は設けていません。ただし、状況によって管理業務に

支障が生じる可能性があると考えられる場合は、個別に、どのように管理業務を行う予定で

あるか、詳細を確認させていただくことがあります。​
なお、既に管理者以外の従業者を兼務している場合は、これに加えて他事業所の管理者を兼

務することは認められません。 
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生活相談員（※単独型・併設型のみ） 

指導事例 

●​ 管理者が生活相談員を兼務しているが、生活相談員としての勤務時間が、基準に満たない。 

 

基準 

●​ 提供日ごとに、以下の式で算定した数が１以上 

生活相談員の勤務時間合計数（サービス提供時間帯に限る）　÷　サービス提供時間数 

●​ 生活相談員の資格要件 

○​ 社会福祉法第19条第１項各号のいずれかに該当する者（社会福祉主事任用資格を有する者） 

■​ 大学等において一定の科目を修めて卒業した者 

■​ 社会福祉士 

■​ 精神保健福祉士　　　など 

○​ 上記と同等以上の能力を有すると認められるもの 

■​ 介護支援専門員 

■​ 介護福祉士 

●​ 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち、１人以上は常勤 

 

 

留意事項 

●​ 社会福祉主事任用資格については、厚生労働省のホームページ参照 
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●​ 札幌市においては、「同等以上の能力を有すると認められる者」を介護支援専門員・介護福祉士に限

定している。上記以外の者については、業務経験の有無を問わず一切認められないので留意 

 

　【参考】 

●​ 「生活相談員の資格要件に係る取扱いについて（通知）」（令和３年３月９日付け札介保（指）第

18520号） 
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看護職員又は介護職員（単独型・併設型） 

基準 

●​ 専従１人以上配置 

●​ 常時１人以上の看護職員又は介護職員を従事させなければならない 

●​ 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち１人以上は常勤 

●​ 単位ごとに、以下の式で計算した数が１以上 
     看護・介護職員の勤務時間合計数(サービス提供時間帯に限る)　÷　サービス提供時間数（※） 
 

　 計算結果が 

　　　・　0.9未満　→　翌月から解消月まで減算 

　　　・　0.9以上１未満　→　翌々月から解消月まで減算（翌月解消されていれば減算なし） 

 

　　※生活相談員の計算で用いる「サービス提供時間帯の時間数」とは異なる 

　　　サービス提供時間数＝平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 

 

留意事項 

●​ 単独型及び併設型認知症対応型通所介護において配置が必要な数は、常勤換算方法ではなく、実際の

配置が必要 

●​ 月平均で１以上となり、減算にならない場合であっても、営業日・単位ごとに必要時間数の配置がな

されていなければ人員基準違反となる。 

●​ 減算となった場合には、算定できない加算があるので留意（サービス提供体制強化加算など） 

●​ 複数単位を同じ時間帯に実施している場合は、単位ごとに常時１人以上確保されている限りにおいて

は、単位を超えて柔軟な配置が可能 
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看護職員又は介護職員（共用型） 

基準 

●​ 認知症対応型通所介護の利用者数と、一体的に運営する 

①認知症対応型共同生活介護の入居者数 

②地域密着型介護老人福祉施設の入所者数 

③地域密着型特定施設の入居者数 

　         を合計した数について、それぞれの人員基準を満たすために必要な数以上 
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機能訓練指導員（単独型・併設型） 

指導事例 

●​ はり師及びきゅう師を機能訓練指導員として配置しているが、当該機能訓練指導員は、理学療法士等

の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導員に従事した経験がない。 

 

基準 

●​ 機能訓練指導員は、１人以上配置しなければならない。 

●​ 機能訓練指導員の資格要件 

○​ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、

はり師又はきゅう師 

○​ はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整

復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上

機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。 
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第４　運営に関する基準 

内容及び手続の説明及び同意（重要事項説明書） 

指導事例 

●​ 第三者評価の実施状況が記載されていない。 

●​ 運営規程の内容と合っていない。 

 

基準 

●​ 重要事項説明書に記載が必要な事項 

○​ 運営規程の概要 

○​ 従業者の勤務体制 

○​ 事故発生時の対応 

○​ 苦情処理の体制 

○​ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した

評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

●​ 利用申込者に文書を交付して説明を行い、同意を得なければならない。 

 

留意事項 

●​ 同意は書面によって確認することが望ましい。 

●​ 運営規程に記載された内容との不一致が多い。運営規程を変更したときは、重要事項説明書の記載内

容も合わせて変更すること。 

 

よくある質問 

❖​ 第三者評価とは何ですか。必ず第三者評価を実施しなければならないのですか。 

➢​ 事業者の提供する福祉サービスの質を、公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場

から評価し、利用者のサービスの選択に資するための情報を提供することが目的の制度で

す。詳細は、北海道福祉サービス第三者評価事業のホームページを参照してください。 

➢​ 第三者評価は、実施しなくても基準違反とはなりません。実施していない旨を重要事項説明

書に明記してください。  
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居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

指導事例 

●​ ケアプランの長期目標・短期目標の期間が過ぎているが、新たなケアプランの提供を受けていない。 

●​ ケアプランに口腔機能向上加算の算定が位置付けられているが、口腔機能向上サービスを提供してい

ない。 

 

基準 

●​ 居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定認知

症対応型通所介護を提供しなければならない。 

 

留意事項 

●​ ケアプランの長期目標期間が経過した際は、新たなケアプランの提供を受けること。 

●​ 短期目標の期間を延長することとなった場合は、事業所で保管してあるケアプラン等にその旨記載す

ること。 

●​ ケアプランに位置付けられたサービスが提供できない場合は、ケアマネジャーにその旨報告し、対応

を検討すること。 
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利用料等の受領（その他の日常生活費） 

指導事例 

●​ 「入浴タオル代、シャンプー代」を受領している。 

●​ 「冷暖房費」を受領している。 

●​ 「日用品費　利用ごとに100円」「レク代　１日100円」を受領している。 

 

基準 

●​ 利用料のほか、以下の費用の支払を受けることが出来る。 

○​ 通常の事業の実施地域以外への送迎費用 

○​ 延長サービス料 

○​ 食費 

○​ おむつ代 

○​ 指定認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と

なるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの（その

他の日常生活費） 

●​ 上記のサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又は家族に対し、内容・費用を説明し、同意

を得なければならない。 

 

留意事項 

●​ その他の日常生活費として受領できるのは、利用者の自由な選択に基づいて提供する以下の費用​
※　サービスによって異なるので注意！​
①　身の回り品として日常生活に必要なものに係る費用​
②　教養娯楽として日常生活に必要なものに係る費用 

●​ 保険給付の対象となっているサービスと重複関係があってはならない。 

○​ 入浴は、保険給付の対象となっているサービス（認知症対応型通所介護）に含まれるもので

あり、この提供に最低限必要な物品（タオル等）は、事業所が介護報酬の中から準備すべき

ものである。​
⇒入浴タオル・シャンプー代の受領は不適切 

●​ 利用者に対して一律に提供する日常生活上の便宜に係る経費を、画一的に徴収することは認められな

い。 

○​ 冷暖房は、サービス提供に当たり全ての利用者に一律に提供されるものであり、利用者の自

由な選択に基づいた便宜の提供とは言えない。​
⇒冷暖房費の受領は不適切 

●​ あいまいな名目による費用の受領は認められない。 

○​ 「日用品費」「レク代」との記載では、何の費用か不明確。自由な選択に基づかず、利用毎

に費用徴収することはできない。 

●​ 対象となる便宜及びその額は、運営規程において定めなければならない。 
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●​ その都度変動する性質のものである場合には、「実費」という形の定めが許容される。実費相当額を

超える額の受領は認められない。​
なお、おむつ代については、その他の日常生活費とは異なるため、金額を「実費」と定めることはで

きない。 

●​ 単に利用者の希望を確認すればいいというわけではなく、費用の性質で受領の可否を判断する。 

 

よくある質問 

❖​ 入浴タオル等は、外部の事業者と利用者が契約してレンタルしています。事業所が費用を徴収してい

ないので、このような取扱いは認められますか。 

➢​ その他の日常生活費に係る物品について、外部事業者と利用者が契約し、外部事業者が費用

を徴収する場合についても、受領できる費用か否かの基準は適用されます。外部事業者と利

用者の契約であっても、運営基準上徴収できるものかの判断や、内容の説明等については、

事業所の責任において行われるべきものです。（厚労省ＱＡより）​
よって、基準上徴収することができない入浴タオル等の費用は、利用者に負担させることは

できません。 

 

【参考】 

●​ 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年３月30日老企第54号） 

●​ 「その他の日常生活費」に係るQ&A（平成12年３月31日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備

室　事務連絡） 

●​ 「運営基準等に係るＱ＆Ａについて」（平成13年３月28日厚生労働省老健局振興課事務連絡） 
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認知症対応型通所介護計画の作成 

指導事例 

●​ 目標の達成状況が記録されていない。 

●​ ケアプランの目標として位置付けられた内容が、認知症対応型通所介護計画に盛り込まれていない。 

●​ 認知症対応型通所介護計画の期間が、ケアプランの長期目標の期間を超えている。 

●​ 外出レクを行っているが、認知症対応型通所介護計画に位置付けられていない。 

 

基準 

●​ 利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した計画（認知症対応型通所介護計画）を作成しなければ

ならない。 

●​ 既にケアプランが作成されている場合は、ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。 

●​ 認知症対応型通所介護計画の内容について、利用者又は家族に説明し、同意を得た上で、計画を利用

者に交付しなければならない。 

●​ 認知症対応型通所介護計画に従った認知症対応型通所介護の実施状況及び目標の達成状況を記録しな

ければならない。 

 

留意事項 

●​ ケアプランの目標期間を超えない範囲で認知症対応型通所介護計画を作成すること。 

●​ 目標期間が経過したら、目標の達成状況を記録し、利用者又は家族に説明を行わなければならない。 

●​ 長期及び短期の目標達成状況を踏まえた上で、新たな計画を作成すること。長期間にわたり同じ目標

が継続されている事例が見受けられるが、機械的に同じ目標を継続することは不適切なので留意する

こと。 

●​ 利用者家族等が、利用者名を代筆する場合、「代筆者　〇〇　〇〇」などと記載し、代筆であること

を明確にすること。また、代筆が必要な理由が分かるようにしておくこと。 

●​ 事業所の屋外でサービスを提供する場合（外出レクを含む。）は、以下の条件を満たす必要がある 

○​ あらかじめ認知症対応型通所介護計画に位置付けられていること。 

○​ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 

 

よくある質問 

❖​ 認知症対応型通所介護計画には、利用者の署名は必須ですか。 

➢​ 必ずしも署名が必要ではありませんが、説明者・説明日・同意日を記載しておくことが必要

です。 
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運営規程 

指導事例 

●​ 虐待の防止のための措置が定められていない。 

●​ おむつ代が「実費」と定められている。 

●​ 通常の事業の実施地域が「〇〇区の一部」と記載されており、地域を特定できない。 

 

基準 

●​ 運営規程に記載が必要な事項は、以下のとおり 

○​ 事業の目的及び運営の方針 

○​ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

○​ 営業日及び営業時間 

○​ 指定認知症対応型通所介護の利用定員 

○​ 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

○​ 通常の事業の実施地域 

○​ 指定認知症対応型通所介護の利用に当たっての留意事項 

○​ 緊急時等における対応方法 

○​ 非常災害対策 

○​ 虐待の防止のための措置（R6.4月から義務化） 

○​ その他運営に関する重要事項 

 

留意事項 

●​ 従業者の員数は、人員基準を満たす範囲において「〇人以上」と記載することも可能 

●​ ８時間以上９時間未満の指定認知症対応型通所介護の前後に連続して延長サービスを行う事業所は、

サービス提供時間とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記すること。 

●​ 「実費」と記載することが認められているその他の日常生活費以外は、金額を記載すること。 

●​ 通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されるものとすること。 

●​ 虐待の防止のための措置に関する事項は、虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者

への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容

であること。 

 

よくある質問 

❖​ 通常の事業の実施地域外の利用者から申込みがありました。サービス提供するためには、運営規程の

変更は必要ですか。 

➢​ 通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域を越え

てサービスが行われることを妨げるものではありませんので、変更は不要です。 
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勤務体制の確保等（勤務形態一覧表の作成） 

指導事例 

●​ 複数単位でサービス提供しているが、単位ごとの勤務形態一覧表が作成されていない。 

●​ 予定の勤務形態一覧表のみで、実績を反映した勤務形態一覧表が作成されていない。 

●​ 兼務関係の記載がない。 

●​ 職種ごとの勤務時間を分けて記載しておらず、複数の職種を兼務している従業者について、職種ごと

の勤務時間数が分からない。 

●​ 常勤職員の有給休暇が勤務時間に含まれている。​

 

 

基準 

●​ 事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

●​ 勤務形態一覧表は、原則として月ごとに作成し、認知症対応型通所介護従業者の日々の勤務時間、常

勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼

務関係等を明確にすること。 
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留意事項 

●​ 単位ごとに配置が必要な職種があるため、複数単位でサービス提供している事業所は、単位ごとに作

成すること。 

●​ 専従で配置が必要な職員の人員基準を満たしていることを明らかにするため、職種ごとの勤務時間を

明確に区別して作成すること。 

●​ 札幌市ホームページからダウンロードできる勤務形態一覧表（標準様式１）には、上記の明確にすべ

き項目が網羅されている。当該様式は、厚生労働省が示した標準様式であり、人員基準を満たしてい

るかの確認が容易であるため、可能な限り当該様式を使用すること。 

●​ 基準を満たしていたか確認するために、勤務予定だけでなく、実際の勤務実績を反映した勤務形態一

覧表も作成する必要がある。 

●​ 事業所独自の様式を使用する場合ことも可能だが、記載が必要な項目に漏れがないよう、特に留意す

ること。 

●​ 常勤の従業者の有給休暇については、歴月で１月を超えるものでない限り、常勤換算の計算には含め

ることができるが、共用型を除き、単独型及び併設型の認知症対応型通所介護の人員基準は、実際に

配置された時間で考えるため、「サービス提供時間内の勤務時間数」には含められないということに

注意 
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勤務体制の確保等（認知症介護基礎研修） 

指導事例 

●​ 採用後１年以上経過している無資格の従業者に対して、認知症介護基礎研修を受講させていない。 

●​ 社会福祉主事のみの資格を有している従業者に対して、認知症介護基礎研修を受講させていない。 

 

基準 

●​ 全ての認知症対応型通所介護従業者（一定の有資格者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な

研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

留意事項 

●​ 事業所が新たに採用した従業者に対する当該義務付けの適用については、採用後１年を経過するまで

に認知症介護基礎研修を受講させることとする。 

●​ 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない

者については、義務付けの対象外。一方で、これらの者の受講を妨げるものではないので、義務付け

の趣旨を踏まえ、各事業所で積極的に判断していただきたい。 

●​ 当該義務付けの有無については、以下のように厚労省の解釈通知・Ｑ＆Ａで示されている。 

義務付けの対象とならない者（研修受講の必要がない

者） 

義務付けの対象となる者（研修受講が必

要な者） 

●​ 看護師、准看護師 

●​ 介護福祉士 

●​ 介護支援専門員 

●​ 実務者研修修了者 

●​ 介護職員初任者研修修了者 

●​ 生活援助従事者研修修了者 

●​ 介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研

修一級課程・二級課程修了者 

●​ 社会福祉士 

●​ 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生 

●​ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚 

●​ 精神保健福祉士 

●​ 管理栄養士、栄養士 

●​ 柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師、

きゅう師 

●​ 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リー

ダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症

の介護等に係る研修を修了した者 

●​ 認知症サポーター養成講座 

●​ ヘルパー研修３級 

●​ 社会福祉主事 

●​ 民間事業者が実施する認知症関

連の資格 
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外国人介護職員 

義務付けの対象とならない者（研修受講の必要がない

者） 

義務付けの対象となる者（研修受講が必

要な者） 

●​ ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の医

療・福祉関係の有資格者 

●​ 左欄に該当する者を除き、従業

員の員数として算定される従業

者であって、直接介護に携わる

可能性がある者 
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業務継続計画の策定等 

指導事例 

●​ 感染症に係る業務継続計画を策定していない。　⇒減算 

●​ 業務継続計画に係る研修及び訓練をそれぞれ行っていることについて、記録上読み取ることができな

い。 

 

基準 

●​ 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供を継続的に

実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

●​ 認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。 

●​ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

留意事項 

　【業務継続計画の策定について】 

●​ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。 

○​ 感染症に係る業務継続計画 

■​ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保

等） 

■​ 初動対応 

■​ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報

共有等） 

○​ 災害に係る業務継続計画 

■​ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場

合の対策、必要品の備蓄等） 

■​ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

■​ 他施設及び地域との連携 

●​  各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライ

ン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。 

　【研修について】 

●​ 感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要

性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

●​ 定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望まし

い。また、研修の実施内容を記録すること。 

●​ 感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的

に実施することも差し支えない。 
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【訓練について】 

●​ 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役

割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施

するものとする。 

●​ 感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的

に実施することも差し支えない。 

●​ 災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し

支えない。 

●​ 机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら

実施することが適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 



 

定員の順守 

指導事例 

●​ 同時利用者が定員を超過している日がある。 

●​ 【単独型・併設型】同一単位の中で利用者を入れ替えており、利用者の数（実人員）が定員を超過し

ている。​

 

 

基準 

●​ 利用定員を超えて指定認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむ

を得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

留意事項 

●​ 「利用定員」とは、あらかじめ定めた利用者の数（実人員）の上限 

●​ 【単独型・併設型】「単位」とは、同時に、一体的に提供される認知症対応型通所介護 

●​ １か月間の利用者の数（同時にサービスの提供を受けた者の最大数）の平均が事業所の定員（同時に

サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限）を超えた場合は、減算となる。 

●​ 減算の要否は、同時にサービスの提供を受けた者の数で判断する。 

●​ １か月平均で定員を超えていなければ減算とはならないが、１日でも定員超過があれば運営基準違反

となる。 

●​ 【単独型・併設型】事業所の定員を超えていなければ減算とはならないが、単位ごとの定員も遵守す

る必要がある。 

●​ 体験利用者など保険外サービスの利用者に対しても一体的にサービスを提供する場合は、認知症対応

型通所介護の利用者と保険外サービスの利用者の合計数が利用定員を超えないように留意すること。 

●​ 【単独型・併設型】午前と午後で別の利用者に対してサービスを提供する場合は、２単位として取り

扱う。 

 

【参考】 

●​ 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて（平成30年９月28

日老老発0928第１号） 
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衛生管理等 

指導事例 

●​ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を年に１回しか実施していない。 

 

基準 

●​ 利用者の使用する施設等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

●​ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話可）をおおむね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図らなけれ

ばならない。 

●​ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しなければならない。 

●​ 認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的

に実施しなければならない。 

 

留意事項 

●​ 研修及び訓練は年１回以上実施が必要であるが、委員会はおおむね６月に１回以上の実施が必要であ

る点に注意 

　【感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会】 

●​ 感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の

知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。 

●​ 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要で

ある。 

●​ おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応

じ随時開催する必要がある。 

　【感染症の予防及びまん延の防止のための指針】 

●​ 当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時

の対応を規定する。 

○​ 平常時の対策：事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標

準的な予防策）等 

○​ 発生時の対応：発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業

所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等 

●​ それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照 

　【感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練】 

●​ 研修においては、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、指針に基づいた

衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

●​ 研修は、定期的に（年１回以上）開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが

望ましい。また、研修の実施内容を記録することが必要である。 
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●​ 実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的

（年１回以上）に行うことが必要である。 

●​ 訓練においては、指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上での

ケアの演習などを実施するものとする。 

●​ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施することが適切である。 
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掲示 

指導事例 

●​ 重要事項を事業所に掲示していない。 

●​ 重要事項をウェブサイトに掲載していない。 

 

基準 

●​ 指定認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、重要事項を掲示しなければならない。 

●​ 重要事項を記載した書面を当該指定認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。 

●​ 原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。（Ｒ７．４月から義務化） 

 

留意事項 

●​ ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。 

●​ 認知症対応型通所介護従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示す

る趣旨であり、認知症対応型通所介護従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

●​ 介護サービス情報制度における報告義務の対象ではない指定認知症対応型通所介護事業所について

は、ウェブサイトへの掲載は義務でないが、掲載することが望ましい。なお、ウェブサイトへの掲載

を行わない場合も、掲示は行う必要がある。 

 

よくある質問 

❖​ 重要事項説明書は、紙で備え付けなければなりませんか。電子データをタブレット端末で見てもらう

形にしてもいいでしょうか。 

➢​ タブレット端末でもかまいません。ただし、利用者が見たいときにいつでも（従業者に依頼

しなくても）見られるような場所に備え付けてください。また、電子機器の操作に不慣れな

利用者でも見ることができるように、設定などを工夫してください。 

❖​ 介護サービス情報公表システムに情報を掲載しているので、これが重要事項のウェブサイトへの掲示

になりますか。 

➢​ 情報公表システムの「事業所の特色」において、「法令・通知等で「書面掲示」を求めてい

る事項の一覧」という項目があります。その中に、「利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項（運営規程の概要等）」として、データを添付できる仕様になってお

ります。​
情報公表システムの入力内容と重なる部分もありますが、システム上、上記のとおり添付す

る箇所が設けられておりますので、そちらへの添付もお願いしております。 
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秘密保持等 

指導事例 

【従業者の秘密保持】 

●​ スポットワークで雇用している従業者について、秘密保持の誓約書を提出させていない。 

【利用者及び家族の個人情報利用の同意】 

●​ 個人情報利用について、利用者本人からは同意を得ているが、利用者家族からの同意を得ていな

い。 

●​ 誰の個人情報を利用するか不明確な記載になっている。 

●​ 「代理人」欄が設けられているが、「利用者家族」欄が設けられていない。 

 

 

基準 

●​ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならな

い。 

●​ 事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

●​ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家

族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 
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留意事項 

●​ スポットワークで雇用した従業者についても、秘密保持について必要な措置を講じる必要がある。 

●​ 個人情報利用の同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくこと

で足りる。 

●​ 家族代表として１名から同意をもらうことで、家族全員から同意を得たものと取り扱って差し支えな

い。 

●​ 代理人は「利用者の代理人」であり、その同意は「利用者」としての同意となるので、「利用者の家

族」としての同意とは異なる。代理人欄と家族同意欄を区別し、家族同意欄に署名等を得ることが必

要 

 

よくある質問 

❖​ 家族と同居していない利用者については、家族の同意を得なくてもいいですか。 

➢​ 同居の有無にかかわらず、家族の個人情報を用いる場合には同意を得ていただく必要があり

ます。遠方にお住まいの家族に対しては、郵送などの方法で同意を得てください。 

❖​ 家族はいるのですが、絶縁状態のようです。それでも同意を得なければなりませんか。 

➢​ 家族と一切交流がないのであれば、同意を得る必要はありません。ただし、同意が得られな

いのであれば、家族の個人情報は用いないようにしてください。 
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運営推進会議 

指導事例 

●​ 運営推進会議を書面開催としている。 

●​ 運営推進会議の会議録を公表していない。 

●​ 地域住民の代表者に参加を求めていない。 

 

基準 

●​ おおむね６月に１回以上、運営推進会議を開催しなければならない（テレビ電話可）。 

●​ 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公

表しなければならない。 

●​ 運営推進会議の構成員 

○​ 利用者、利用者の家族 

○​ 地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等） 

○​ 事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員　　等 

 

留意事項 

●​ 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」に

て書面開催が認められていたが、令和５年５月以降この取扱いは削除されたため、書面開催ではなく

対面で開催する必要がある。 

●​ 他の地域密着型サービス事業所を併設している場合は、１つの運営推進会議で両事業所の評価等を行

うことができる。 

●​ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であれば、利用者名を匿名とするなど、個人情報・プライバ

シーを保護した上で、合同で開催することができる。 

●​ 運営推進会議の記録は、事業所での掲示やホームページへの掲載などにより、利用者以外に対しても

公表すること。公表に当たっては、個人情報・プライバシーの保護に留意すること。 

 

よくある質問 

❖​ 地域包括支援センターの職員が多忙で、出席してもらうことができません。どうすればいいですか。 

➢​ 出席できない理由を確認し、会議録等に記録しておいてください。​
出席できない理由については、包括から文書でもらう必要はありません。 
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虐待の防止 

指導事例 

●​ 虐待防止のための指針を整備していない。⇒減算 

●​ 虐待防止のための指針の内容が不十分である。 

●​ 委員会と研修を同時に行っているが、記録上読み取ることができない。 

 

基準 

●​ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について認知症対

応型通所介護従業者に周知徹底を図ること（テレビ電話可）。 

●​ 虐待の防止のための指針を整備すること。 

●​ 認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

●​ 虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

留意事項 

※　各項目の詳細については、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準につい

て (老企第25号)」を参照すること。 

【虐待の防止のための対策を検討する委員会】 

●​ 虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を

確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。 

●​ 虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。結果は、従業者

に周知徹底を図る必要がある。 

○​ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

○​ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

○​ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

○​ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

○​ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方

法に関すること 

○​ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関するこ

と 

○​ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

　　【虐待の防止のための指針】 

●​ 指定認知症対応型通所介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛

り込むこととする。 

○​ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

○​ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

○​ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

○​ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 
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○​ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

○​ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

○​ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

○​ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

○​ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

　　【虐待の防止のための従業者に対する研修】 

●​ 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、指針に基づ

き、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

●​ 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採

用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

●​ 研修の実施内容を記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

　　【虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者】 

●​ 指定認知症対応型通所介護事業所における虐待を防止するための体制として、専任の担当者（委員会

の責任者と同一とするのが望ましい。）を置くことが必要である。 
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記録の整備 

指導事例 

●​ 記録の保存年限を、２年としている。 

●​ 記録の保存年限を、サービス提供があった日から５年としている。 

 

基準 

作成が必要な記録 保存年限 

認知症対応型通所介護計画 当該記録に係る介護給付があった

日から５年 

提供した具体的なサービス内容等の記録 

従業者の勤務の体制及び実績に関する記録 

身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

その完結の日から２年 

市町村への通知に係る記録 

苦情の内容等の記録 

事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録 

運営推進会議の記録 

●​ 上記のほか、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない（保存年限の定

めなし）。 

 

留意事項 

●​ 札幌市は、厚生労働省の基準省令とは異なる定めをしている。​
※　基準省令は、全て「完結の日から２年」 

●​ 令和２年４月１日より、「完結の日」について、従来の「利用者のサービスが終了した日（契約の終

了日）」から、「当該記録の作成目的が果たされた日」に解釈を変更した。 

●​ 苦情対応記録や事故報告書等の記録における「完結の日」とは、「当該記録に係る対応が終了した

日」となる。​
→契約終了前であっても、保存年限を経過した記録を廃棄することが可能 

●​ 基準より長い保存年限を定めても差し支えない。 
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介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱い 

指導事例 

●​ 理美容サービスを実施しているが、当該サービスの提供時間が記録されていない。 

 

留意事項 

　詳細な留意事項は、下記【参考】の通知を確認すること。 

　【認知症対応型通所介護提供中の利用者に保険外サービスを提供する場合】 

●​ 認知症対応型通所介護事業所内において利用者に対して提供されるサービスは、基本的には認知症対

応型通所介護サービスとなるため、別に費用徴収することはできない。 

●​ 以下の４つのサービスについては、認知症対応型通所介護と明確に区分することが可能であるため、

認知症対応型通所介護を中断して保険外サービスとして提供し、その後引き続き認知症対応型通所介

護を提供することが可能 

○​ 理美容サービス又は健康診断、予防接種若しくは採血 

○​ 事業所からの外出に係る同行支援 

○​ 物販・移動販売やレンタルサービス 

○​ 買い物等代行サービス 

●​ 保険外サービスを提供した時間を記録し、認知症対応型通所介護の提供時間からは除くこと。 

　【認知症対応型通所介護利用者と保険外サービス利用者に一体的にサービス提供する場合】 

●​ 認知症対応型通所介護と保険外サービスの利用者の合計数に対し、認知症対応型通所介護の人員基準

を満たすように人員配置すること。 

●​ 認知症対応型通所介護と保険外サービスの利用者の合計数が、認知症対応型通所介護の定員を超えな

いこと。 

 

【参考】 

●​ 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて（平成30年９月28

日老老発0928第１号） 
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第５　報酬請求に係る留意事項 

所要時間による区分の取扱い 

指導事例 

●​ 通常の利用時間が５時間半である利用者について、通院のために４時間半でサービスを終了したが、

５時間以上６時間未満の区分で請求していた。 

●​ 通常の利用時間が５時間半である利用者について、急な体調不良で３時間半でサービスを終了した

が、５時間以上６時間未満の区分で請求していた。 

 

基準 

●​ 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画に位置づけら

れた内容の認知症対応型通所介護を行うための標準的な時間による。 

●​ 当日の利用者の心身の状況や降雪等の急な気象状況の悪化等により、実際の認知症対応型通所介護の

提供が認知症対応型通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には認知症対応型通

所介護計画上の単位数を算定して差し支えない。 

●​ 認知症対応型通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、認知症対応型通所介護計画

を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定すること。 

 

留意事項 

●​ 利用者の心身の状況（急な体調不良等）に限らず、積雪等をはじめとする急な気象状況の悪化等によ

るやむを得ない事情についても考慮する。 

●​ 通院などの私用については、やむを得ず提供時間が短くなったとは言えないため、短くなった時間に

応じた区分で請求する必要がある。 

●​ やむを得ず提供時間が短くなった場合でも、通常より大きく短縮した場合は、短くなった時間に応じ

た区分で請求する必要がある。 

●​ 時間短縮した際には、認知症対応型通所介護計画上の単位数を請求するか、短縮した時間に応じた単

位数を請求するかに関わらず、介護記録に、時間短縮した理由及び実際の提供時間を記録しておくこ

と。 

 

よくある質問 

❖​ 通常は６時間半のサービス提供をしていますが、急な体調不良で５時間４５分で終了しました。大き

く短縮はしていないと思うので、通常どおり６時間以上７時間未満で請求してもいいですか。 

➢​ 「大きく短縮」が何分以上なのかについては、明確な基準はありません。認知症対応型通所

介護計画に位置付けられたプログラムを実施できているのかを一つの目安として、事業所で

適切に判断してください。 

 

39 



 

２時間以上３時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合の取扱い 

指導事例 

●​ 通常の利用時間が５時間半である利用者について、通院のために２時間半でサービスを終了し、２時

間以上３時間未満の区分で請求していた。 

 

基準 

●​ 心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利

用に結びつけていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が

困難な者のみ算定可能 

●​ ２時間以上３時間未満の認知症対応型通所介護であっても、認知症対応型通所介護の本来の目的に照

らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上の

ため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。 

 

留意事項 

●​ 当日の利用者の心身の状況から、実際のサービス提供時間が計画上の所要時間から大きく短縮した場

合は、計画を変更の上、２時間以上３時間未満の区分で算定しても差し支えない。 

●​ 通院などの私用については、やむを得ず提供時間が短くなったとは言えないため、２時間以上３時間

未満の区分で請求することはできない。 

●​ 指導事例の場合は、２時間半のサービスを提供したとしても、請求可能な区分がないため、当該利用

についての介護報酬は請求できない。 

 

よくある質問 

❖​ 年末年始の休みが長く入浴の希望が多いため、２時間半のサービスを提供してもいいですか。入浴だ

けではなく機能訓練も行います。 

➢​ やむを得ない事情とは言えませんので、２時間以上３時間未満の区分では請求できません。

３時間以上の提供時間とするか（この場合は計画の変更が必要）、保険外サービスとして実

施を検討してください。 

 

 

40 



 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

指導事例 

●​ 虐待防止のための指針を整備していないにもかかわらず、所定単位数から減算していない。 

 

基準 

●​ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単

位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（厚生労働大臣が定める基準）​
指定地域密着型サービス基準第61条において準用する同基準第３条の38の２に規定する基準（虐待の

防止のための措置に係る規定。下記参照）に適合していること。 

 

留意事項 

●​ 下記の事項に当てはまる場合に当該減算の対象となる。以下のどれか一つでも満たさない場合は、減

算となる。 

○​ 高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない。また、その結果

について、従業者に周知徹底していない 

○​ 高齢者虐待防止のための指針を整備していない 

○​ 高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない 

○​ 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない 

●​ 上記に該当する場合には、速やかに改善計画を札幌市に提出すること。 

●​ その後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を札幌市に報告すること。 

●​ 事実が生じた月の翌月から３月以降で当該計画に基づく改善が認められた月までの間、利用者全員に

ついて所定単位数から減算すること。→最低３月間は、減算となる。 
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業務継続計画未策定減算 

指導事例 

●​ 感染症にかかる業務継続計画を策定していないにもかかわらず、所定単位数から減算していない。 

 

基準 

●​ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の

100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（厚生労働大臣が定める基準）​
指定地域密着型サービス基準第61条において準用する同基準第３条の30の２第１項に規定する基準

（業務継続計画に係る規定。下記参照）に適合していること。 

 

留意事項 

●​ 下記の事項に当てはまる場合に当該減算の対象となる。感染症又は非常災害のいずれか一つでも未策

定であれば、減算となる。 

○​ 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供を

継続的に実施し、及び非常時の体制により早期に業務の再開を図るための計画（業務継続計

画）を策定していない。 

○​ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない。 

●​ 事実が生じた月の翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準

に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、減算すること。 

●​ 運営指導等で不適切な取扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで

遡及して減算を適用することとなる。​
例えば、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合（かつ、感染症

の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場

合）、令和７年10月からではなく、令和６年４月から減算の対象となる。 
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入浴介助加算 

指導事例 

【入浴介助加算Ⅰ・Ⅱ共通】 

●​ 入浴介助に関する研修を行っていない。 

【入浴介助加算Ⅱ】 

●​ 浴室の環境の評価を行っていない。 

●​ 自宅での入浴を想定していない利用者について、自宅の浴室環境を評価し、入浴計画を作成し

ている。 

●​ 大浴槽であるが、居宅の状況に近い環境を再現していない。 

 

基準 

　【入浴介助加算Ⅰ・Ⅱ共通】 

●​ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。 

　【入浴介助加算Ⅱ】 

●​ 医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価すること（

ICTの活用可）。​
※医師等：医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及

び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援セン

ターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者 

●​ 居宅の浴室が、利用者自身又はその家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にあると認めら

れる場合は、介護支援専門員等と連携し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境

整備に係る助言を行うこと。 

●​ 利用者の身体の状況、訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成

すること。 

●​ 入浴計画に基づき、個浴又は利用者の居宅の状況に近い環境で、入浴介助を行うこと。 

 

留意事項 

●​ 入浴介助に関する研修とは、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助

対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられ

るが、これらに限るものではない。 

●​ 加算Ⅱは、居宅において、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴できるようになること

が目的である。 

●​ 大浴槽等においても、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する

浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして

差し支えない。 

●​ 浴室の環境の再現については、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環

境を個別に模したものとする必要がある。​
例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽
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内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、

差し支えない。 

●​ 自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者（※）や、本人が希望する場所で入

浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者（※）にあっては、以下をすべて満たすことに

より、当面の目標として認知症対応型通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を

算定することとしても差し支えない。 

○​ 認知症対応型通所介護等事業所の浴室において、医師等が利用者の動作を評価する。 

○​ 認知症対応型通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備

（入浴に関する福祉用具等）を備える。 

○​ 認知症対応型通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者

等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や認知症対応型通所介護等事業所の浴室の環境

等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。 

○​ 個別の入浴計画に基づき、認知症対応型通所介護等事業所において、入浴介助を行う。 

○​ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、認知症対応型通所介護等以外の場面での入浴が

想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 

●​ 認知症対応型通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として加算Ⅱを算定することができるの

は、上記（※）に該当する利用者のみ。利用者が「自宅で入浴しない」と言っているだけでは要件に

該当しない。 

 

よくある質問 

❖​ 入浴介助に関する研修は、どのくらいの頻度で行えばいいですか。 

➢​ 頻度の定めはありませんが、一度行えばいいというわけではなく、内部研修・外部研修を問

わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保してください。 
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栄養改善加算 

指導事例 

●​ 管理栄養士の配置が、勤務形態一覧表に記載されていない。 

●​ ３月後の評価の結果、栄養状態等に何ら問題がない利用者に対して、加算の算定を継続している。 

 

基準 

●​ ３月以内の期間に限り、１月に２回まで算定可 

●​ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置していること。 

●​ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、栄養ケア計画を作成していること。 

●​ 栄養ケア計画に従い、栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録し

ていること。 

●​ 栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

●​ 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

 

留意事項 

●​ 算定できる利用者は、以下のいずれかに該当し、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者であ

る。 

○​ BMIが18.5未満である者 

○​ 1～6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」に規定

する基本チェックリストの№(11)の項目が「1」に該当する者 

○​ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者 

○​ 食事摂取量が不良(75%以下)である者 

○​ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

●​ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、 

○​  医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合 

○​ 認定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」などの項目や、特記事項、主治医意

見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認

められる場合 

なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態に

なる可能性が高いと判断される場合を想定している。 

●​ 原則として３月以内の期間に限り算定できる加算であるため、栄養状態が改善した後も、漫然と「低

栄養状態のおそれがある」として継続することがないように留意すること。低栄養状態のおそれがあ

るとして、４月目以降も継続する場合は、低栄養状態のおそれがあると判断した理由について、具体

的に記載すること。 
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口腔機能向上加算 

指導事例 

●​ 口腔機能向上サービスの必要性が記載されていない。 

●​ 摂食・嚥下機能に関する訓練を行っていない。 

 

基準 

●​ ３月以内の期間に限り、１月に２回まで算定可 

●​ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

●​ 口腔機能改善管理指導計画を作成していること。 

●​ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔

機能を定期的に記録していること。 

●​ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

●​ 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

 

留意事項 

●​ 算定できる利用者は、以下のいずれかに該当し、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者

である。 

○​ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」以

外に該当する者 

○​ 基本チェックリストの口腔機能に関連する３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者 

○​ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

●​ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者とは、例えば以下のような者である。 

○​ 認定調査票のいずれの口腔関連項目も「１」に該当する者、基本チェックリストのいずれの

口腔関連項目も「０」に該当する者であっても、認定調査票の特記事項から、口腔機能の低

下している又はそのおそれがあると判断される者 

○​ 主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記事項から、口腔機能の低下している

又はそのおそれがあると判断される者 

○​ 視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科医師、介護支援専門

員、サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又はそのおそれが

あると判断される者 

●​ 原則として３月以内の期間に限り算定できる加算であるため、口腔機能が改善した後も、漫然と「口

腔機能低下のおそれがある」として継続することがないように留意すること。口腔機能低下のおそれ

があるとして、４月目以降も継続する場合は、口腔機能低下のおそれがあると判断した理由につい

て、具体的に記載すること。 
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送迎減算 

指導事例 

●​ 親族の家に送った日に、送迎減算を適用していない。 

 

基準 

●​ 利用者に対して、その居宅と指定認知症対応型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道

につき47単位を所定単位数から減算する。 

留意事項 

　【送迎の範囲】 

●​ 利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とする。 

●​ 利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と

利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については、送迎

減算を適用しない。 

　【同乗・共同委託】 

●​ 雇用契約を結んだ上での他事業所の利用者の同乗については、事業所間において同乗にかかる条件

（費用負担、責任の所在等）をそれぞれの合議の上決定している場合には、利用者を同乗させること

は差し支えない。 

●​ 別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間において同乗にかかる

条件（費用負担、責任の所在等）をそれぞれの合議の上決定している場合には、 利用者を同乗させ

ることは差し支えない。 

●​ 障害福祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲

並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。 

 

よくある質問 

❖​ 平日は自宅で生活していますが、週末は長女の家で生活します。毎週このような生活をしているの

で、長女の家にも居住実態があると考えて、送迎減算を適用しなくてもいいですか。 

➢​ 基本的には、主に生活している自宅に居住実態があると思われますが、どちらに居住実態が

あるかは状況に応じて事業所で判断してください。​
ただし、居住実態がある場所は１か所と考えますので、長女の家に居住実態があると判断し

たのであれば、自宅に送迎する場合に送迎減算が適用されます。 

❖​ ひと月ごとに、長男の家と次男の家で交互に生活しています。どちらにも居住実態があると考えて、

送迎減算を適用しなくてもいいですか。 

➢​ ひと月ごとに転居しているとおっしゃるのであれば送迎減算を適用しないことも考えられま

すが、居宅での生活状況を踏まえて計画を作成しているはずですので、転居の都度計画を作

成しなおす必要があります。 
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サービス提供体制強化加算 

指導事例 

●​ 職員の割合を、常勤換算方法で算出していない。 

●​ 月ごとの職員の割合で、算定可否を判断している。 

 

基準 

　【サービス提供体制強化加算Ⅰ】 

●​ 以下のいずれかに適合すること。 

○​ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70以上であること。 

○​ 介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以上である

こと。 

●​ 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

　【サービス提供体制強化加算Ⅱ】 

●​ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。 

●​ 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

　【サービス提供体制強化加算Ⅲ】 

●​ 以下のいずれかに適合すること。 

○​ 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。 

○​ 認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の

占める割合が100分の30以上であること。 

●​ 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 

 

留意事項 

●​ 職員の割合の算出は、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く。)の平均を用いる。​
ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出日の属する月の前３月について、常

勤換算方法により算出した平均を用いる。 

●​ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護

サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務し

た年数を含めることができる。 

●​ 認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能

訓練指導員として勤務を行う職員を指す。 

●​ 前年度の平均で要件を満たしていれば、今年度１年間算定できる。前年度の運営実績が６月以上ある

事業所については、年度途中で算定可否が変更することはない。 

●​ 毎年度、算定要件を満たしているか確認すること。確認を怠ったり、算出方法を誤っていたりして、

多額の過誤調整が必要になる事例が見受けられるため、注意すること。 
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第６　介護職員等処遇改善加算について 

　介護職員の処遇改善にかかる旧加算（介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等

ベースアップ加算）については、令和６年６月から「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算区分、

要件等が変更となっています。 

　令和７年度より激変緩和措置として設けられていた、処遇改善加算Ⅴ⑴～⒁については廃止されていま

す。 

１　賃金改善の考え方について 

　⑴  介護職員等処遇改善加算は、介護職員その他の職員の賃金改善に充てる加算であり、令和６年度

と比較して増加した加算額（上位区分への移行及び新規算定によるもの）は、ベースアップ（基本給

又は決まって毎月支払われる手当）により賃金改善を行うことを基本とする。 

　⑵  ベースアップのみにより賃金改善を行えない場合（賃金体系等を整備途上である場合等）は必要

に応じてその他の手当、一時金等を組み合わせて賃金改善を実施しても差し支えない。 

　⑶　職種間の賃金配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員

（介護福祉士の資格を有する勤続年数10年以上の介護職員を基本とする）に重点的に配分することと

するが、介護サービス事業者の判断により、介護職員以外への配分も含め、柔軟な配分を認める。 

　⑷　令和６年度の加算額の一部を令和７年度に繰り越した介護サービス事業者は、繰越額について、

全額を令和７年度のさらなる賃金改善に充てることとする。ただし、令和７年度の賃金改善実施期間

の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合は、その時点で、当該繰り越し分の残額を、一

時金等により全額、職員に配分しなければならない。 
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２　加算の要件について 

　　加算の区分ごとに、１の賃金改善の実施に加え、以下の要件①～⑧を満たす必要がある。 

 

　※②月額賃金改善要件Ⅱは、令和７年３月時点で加算Ⅴ⑴・⑶・⑸・⑹・⑻・⑽・⑾・⑿・⒁を算定

していた事業所のみ満たす必要がある要件。 

　※①～⑧の詳細な要件については、厚生労働省通知「介護職員等処遇改善加算等に関する基　本的考

え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について（令和７年度分）」〔令和７年２月７日老発0207

第５号〕の「３　介護職員等処遇改善加算の要件」をご確認ください。 

 

【注意点】 

　各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 

　特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加算の種

類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な加算につい

て、以下の表をご確認ください。 
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３　加算の算定要件の周知・確認等について 

　　加算を算定する介護サービス事業者等は、以下のことを求められます。 

　①　賃金改善を行う方法等について、『処遇改善計画書』を用いるなどにより職員に周知する 

　②　就業規則等の内容について職員に周知する 

　③　介護職員から加算に関係する賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改

善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する 

　④　労働基準法等を遵守する 

 

４　加算算定に係る手続きについて 

　⑴　新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」の提出が必

要となります。 

　⑵　計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限（居宅サー

ビス：加算を取得したい月の前月の15日まで、施設サービス：加算を取得したい月の当月１日まで）

に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別な事情に係る届出書」の提出が必要

となります。 

　⑶　加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出が必要と

なります。 

　　　加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還となる可

能性があります。 

 

【参考】 

●​ 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について

（令和７年度分）」及び「介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第１版）の送付について」

（令和７年２月７日老発0207第５号）​
https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf 

●​ 「介護職員等処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（第２版）」（令和７年３月17日）​
https://www.mhlw.go.jp/content/001452622.pdf 
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第７　介護サービス情報公表について 

１　介護サービス情報公表システムとは（介護保険法第115条の35～第115

　条の44） 

　利用者が適切な事業者を選択することの支援を目的として、事業所情報を公表するシステムです。事

業者の努力が適切に評価され利用者から選択されることを支援する側面もあります。 

　公表対象の事業者には、情報の報告（システムへの入力が報告とされる）が義務付けられており、従

わなかったり虚偽の報告をすると、命令や指定取消し等の処分の対象となります。 

 

２　公表内容 

●​ 基本情報：法人・事業所の所在地、人員配置、加算や利用料金など 

●​ 運営情報：詳細なサービス内容。Ｒ６から、財務諸表の公表が求められています。 

●​ その他：様々な情報を任意で登録可能。Ｒ７から義務となる重要事項のウェブサイトへの掲示につい

て、「手順３　事業所の特色」→「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧」として重

説等を登録できる仕様になっています。 

 

３　作業の流れ 

詳細は、下記のページを御覧ください。 

【介護サービス情報公表について】https://www.city.sapporo.jp/kaigo/jouhoukouhyou.html 

1)​ 対象事業所について、札幌市からメールで通知します。 

2)​ 札幌市ホームページに掲載されている「介護サービス情報報告システム」から、必要事項を入力

してください。 

3)​ 対象事業所の一覧で「調査」となっている事業所については、報告内容について、札幌市が調査

を行います。調査方法については、別途お知らせいたします。​
対象事業所の一覧で「公表」となっている事業所についても、内容に疑義があれば、電話等で確

認を行います。 

4)​ 札幌市による内容確認後、情報が公表されます。 

 

よくある質問 

❖​ ＩＤ・パスワードがわかりません。 

➢​ 上記のホームページに記載の手順で、リセット・再設定を行ってください。ＩＤ・パスワー

ドは次年度以降の報告にも使用しますので、大切に保管してください。 

❖​ 事業所が報告対象になっていません。なぜですか。 

➢​ 前年４月～今年３月に100万円以上の介護報酬の支払を受けた事業所が対象となります。​
なお、総合事業は対象外です。 

❖​ 報告対象ではありませんが、情報を公表してほしいです。 

➢​ 上記のホームページに掲載している「介護サービス情報の報告等の実施に係る申出書」を提

出してください。報告に必要なログインＩＤ・パスワードを別途、書面で通知します。 
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❖​ 情報が公表されていますが、内容を修正したいです。 

➢​ システムにログインし、必要な箇所を修正した上で、スマート申請により報告してくださ

い。​
なお、公表後に修正可能な範囲は、基本情報のみです。運営情報は、記入日（前１年間）の

情報を掲載することになっているので、変更があっても修正不要です。 
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第８　各種届出・報告・問合せについて 

　事業者は、指定申請時の届出事項に変更があったとき、加算や減算などの介護給付費算定に係る体制に変

更があったとき、事業を廃止又は休止しようとするときは、届出を行うことが介護保険法により義務付けら

れています。 

　このほか札幌市に届出が必要なもの、届出方法（提出サイトへのリンク）、様式や期限はホームページ※

に記載しています。 

届出が必要なものと提出方法 

 

種類 届出期日 届出方法 

変更届 変更があった日から10日以内 電子申請届出システム※ 

又は郵送（紙） 

廃止・休止届 事前協議を行った上、廃止・休止とする日の１か月

前まで 

電子申請届出システム※ 

又は郵送（紙） 

再開届 事前協議を行った上、再開後10日以内 電子申請届出システム※ 

又は郵送（紙） 

介護給付費算定に係る

体制等に関する届出

（加算の届出） 

〇15日以前に届出した場合は、翌月から算定可能 

〇16日以後に届出した場合は、翌々月から算定可能 

※要件を満たさなくなった場合や減算の場合は速や

かに届出 

原則スマート申請 

（又は郵送（紙）） 

メールアドレスの登録 変更後速やかに届出 スマート申請のみ 

事故の報告 事故発生後速やかに（遅くとも５日以内を目安） スマート申請のみ 

●​ 電子申請届出システム（厚生労働省）の利用にあたっては、ＧビズＩＤが必要となります。本市ス

マート申請とは異なりますのでご注意ください。 

●​ 上記のほか、届出が必要なものは本市ホームページ等でご案内します。 

●​ 札幌市ホームページ（「介護事業者のみなさまへ」ＴＯＰ）：　　 

　https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k200index.html 
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加算・減算の届出 

提出方法 

スマート申請 

 

提出期限 

●​ 加算の算定の届出 

○​ 毎月15 日以前に届出 → 翌月から算定可能 

○​ 毎月16 日以後に届出 → 翌々月から算定可能 

●​ 加算の取下げの届出 

○​ 要件を満たさなくなることが明らかになった時点で速やかに​
※要件を満たさなくなった日から加算の算定を行わないこと。 

●​ 介護職員等処遇改善加算を新たに算定する場合の届出 

○​ 毎月月末までに届け出 → 翌々月から算定可能 

 

注意事項 

●​ 必要書類等は、下記のページから該当サービス部分を確認すること。 

ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 

サービスの選択（加算（減算）の届出） 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/sentaku_kasan_2024.html 

●​ 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の記載内容は、同じエクセルファイル内にある記載

例シートを確認すること。 

●​  「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の入力項目は、変更する加算だけでなく、届け出る

サービスに関する項目すべてに入力すること。​
入力する際には、変更がない項目についても、既に届け出ている内容と間違いがないか確認するこ

と。 
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変更届 

提出方法 

　　電子申請届出システム又は郵送 

 

提出期限 

変更があった日から10日以内 

 

注意事項 

●​ 必要書類等は、下記のページから該当サービス部分を確認すること。 

ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 

サービスの選択（変更届） 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/sentaku_henko_2024.html 

●​ 事前協議が必要な事項があるため、留意すること。​
【事前協議が必要な事項】 

○​ 事業所所在地 

○​ 平面図 

○​ 運営規程のうち、下記の事項 

■​ 営業日 

■​ 営業時間 

■​ 通常の事業の実施地域 

■​ 利用定員 

■​ 利用料金 

　　　　【事前協議方法】 

　　　　　https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/jizenkyogi.html?mode=preview 

○​ 変更届の添付書類一式を、スマート申請（問合せ用）にて提出すること。 

○​ 問い合わせ内容には、事前協議である旨と、変更日、変更内容（変更前・変更後）を明記す

ること。 

○​ 当課で内容確認後、問題なければその旨通知するので、それをもって事前協議完了となる。 
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廃止・休止・再開の届出 

提出方法 

　　電子申請届出システム又は郵送 

 

提出期限 

●​ 廃止・休止 

廃止・休止日の１か月前まで 

●​ 再開 

再開した日から10日以内 

 

注意事項 

●​ 必要書類等は、下記のページから該当サービス部分を確認すること。 

　　ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 

サービスの選択（廃止・休止・再開の届出） 

　　https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/sentaku_koshin_2024.html 

●​ 廃止・休止・再開のいずれについても、事前に介護保険課へ相談すること。 
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事故報告書 

提出方法 

スマート申請 

※ 報告した事故報告書の様式は各自ダウンロードすることが可能。ダウンロード用のＵＲＬは、申請か

ら２日程度でメールにて送付される。 

 

提出期限 

発生後５日以内が目安 

報告事項のすべてを５日以内に報告できない場合は、５日以内に報告可能な事項を第１報として報告

し、すべての内容確定後、最終報告を行うこと。 

 

注意事項 

●​ 下記のページを参照すること。 

ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 

事故報告 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k250jiko.html 

●​ 報告が必要な事項は、要綱に定められている。誤薬、送迎中の事故等の報告漏れが散見されるため、

注意すること。 

 

【参考】 

●​ 札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱（平成24 年４月１日保健福祉局長決裁） 
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メールアドレスの登録・変更 

　介護事業所・施設向けに介護保険に関する通知や依頼事項等、本市からのお知らせは原則、電子メー

ルで行っている。 

　新規開設した場合又は既に登録している電子メールアドレスに変更がある場合は、手続が必要 

提出方法 

スマート申請 

 

提出期限 

アドレス変更後、速やかに 

 

注意事項 

●​ 下記のページを参照すること。 

ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 

電子メールアドレスの登録について 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/testmail.html 

●​ 登録可能なアドレスは、１事業所（施設）につき１アドレス 

●​ １回の申請で最大５事業所（施設）の登録が可能 

●​ 既に登録がある場合は申請内容で上書きされる。 
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問合せ 

　運営に関する基準、介護報酬の算定要件や各種届出（事前協議含む）に関するお問合せについては、

令和６年４月からスマート申請による受付を開始しています。現在、適正な回答管理のため、原則、お

電話や電子メールによる問合せには対応していませんのでご了承ください。 

問合せ方法 

スマート申請（ホームページ下部の「お問い合わせフォーム」のボタンではありません）　　 

 
 

注意事項 

●​ 下記のページから問い合わせること。 

https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/QA/door 

●​ 問い合わせた内容や回答は、事業所内で共有すること。 

●​ 内容によっては、回答に時間を要する場合がある。 

●​ 電話による問合せは、双方の誤認等から後に基準違反が判明することや過誤調整が発生する事例が見

受けられるため、極力お控えください。 
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